
第 2号^様式 (1)― O
(単体発注 。事後審査五互)

那覇港替匙組合一般競争入札公告第30号

地方白治法 (昭和E2年法律第67丹^)第 234:条 第 1項の規定に、1り 、 ・般競争入卒と1(以下「入札こという。)

を次のとおり実施する。

令和6年 9月 22日

郵義港管理糾合管理者 三城

と 入札に付する事項

2 入札参ダJ目 資格

次 tこ 定夏)る 要件をすべて満たと/ている有資格業章であることの

(1) 業 務 名 那覇国際コンテすター ミすアン舗装補修設計業務委託

(2) 嬢 行 場 所 謝
`薪

港薪港おゝ瑛地区

(3) 業 務 内 容 部壌 iΠ 勢 ヨンテラ仲  ミテルぬ 1と おい
‐
て、舗柴の転毒が発生 モⅢ菅役4業 :と支韓 と4っ ているため、その毎装常修設計荘r行 う4

(4) 覆 行 期 間 契約締結 日の翌 日から令れる年 10将 £ε日表で

くる) 設 計 金 額 (税込)1,938,000円

(G→ ) 資 格 審 査 方 法 ※本業務は、競争参力四査格の著弯を入本と執行後に行 うっ事後審査型

(7) 最 低 細 吾長 イ』J‐ 格

本人札案件は、最低絡1殷価格が設定さみノているため、最低詩f限価格未満の人札考ほ

落本L者 となることができない。
※ 「最低詩Ⅲ限価格の算定に関する運用についてJ

(ht tl⊃ s://nahaこ ぅr、rt.jp/business/collt■・セlct/)

(8) 適 用 す る 技 術 者 半 価
令イHる年3月 設計業務
委託等技術者単価

※本業務の予定価格厳左記に示す設計業務姿託等技術者単編

を適用モブて積算しており、入札参加者は同半値を逝癌して見

積りを行い入|しすること。

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 今 、 制 度 等

(※本条件は、右表のう

ち、⑬ EΠ を付 した緯と度等の

適用がある。 )

議会議決

本業務は、議会の議決に付づ
~べ

き契約及び財逆lア 取待又は処分
に関する条仲1第 2条の規定とこ基づき、議会の「F‐l意の議決を要す

るため、藩札決定後燃仮契約を締結 し、議会の同意の議決を経
て通夫】したときに本契約となる。

準備手続き

(予算成立前)

本手続きは、次年度当初 (補正,予算政立を前提とこした年度朔

女台 (予算成立)前からの準備手続きであり、予算成立後に射ブl

を生 じる事業である。従つて、議会において当初 (補正)予算

案が否決された場合ユま、契約を締結 tマ′ない。また、次年度当初

(補正)予算成立後 iこおいても、脚庫文出金に係 る交付中講等

の手続きの関係 ri、 入|と を延坤〕する場合があるぅ

準備手続き

(交付決定前)

ホ I井統きは、藝薫支脇金に係 る予算使用を前提とした事前準備

手続きであり、交付決に後に効力を生 じる事業である。従つ

て、交付申請等の手続きの関係 に、入札を廷朗する場合があ

る。

準備手続き

(繰紘承認講)

本手続きは、議会における繰越承認を前提 とした事前準備手続

きで左)り 、議会承認後に効力を生 じる事業でを)る 。従つて、議

会において本業務に係る予算の繰越承認が否決さ漁′た場合 :ま 、

入札を廷期又は中止することカミぁる。また、予算の繰越承認後

においても、削庫1文 基金に係 ろ様越 (翌債)手続きの制係上、

入札を延鶏する場合がある。

債務負揖イも
1為

業務
本業密患、償務負担行為iこ係る契約の特則の進用を受ける業務

である。

(11 業 種 区 分 土木関係 ヨンサルタン ト

那覇港管延紳 参の測量 。建設コンサルタン ト等業登録業

者名簿患おいて、左記の登録を有するものし(2)

側建・屋設 コンすルデン ト

等人札参加資格名簿華録年

度

令和4・ 5年度

(3) 登 録 業 種 港湾及び空港



(1, 地方 白治法施行令第167条の4の規定に該当しない帝であること。

(5) 入札 日から当該委託の落札☆定 目までの間において、那覇港管理組合の指名停止結雌を受けていないことG

(Ga)
会社更生法に基づき更生手続き開始の幸立てがなされている者又Iま 民事再生法に基づき再生手続き開始の申立

てがなされている考 (手続き開始の決定後、人オと参力雪資棒の再認定を受けている者を除くっ)で iま ないことっ

(7)
警察当対から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又iミ これに準ずるものとして、郡覇港管理組合兆

注工事等からの排除要諦があり、当該状況が継続している者でないことし

(8)

入|とに参加 しようとする者の問に以下の基準のいずれかに該当する詞係がないこと.

なお、以 ドの関係がある場合に、辞選する考を澱めるために当事驚商で連絡を取ることは、郎朝港管理組合競今

涌入本と心得第 3条第▼項の規定に抵触するものではない。

7'資本粥係
次のいず漁,かに該当する二者の場合っ

(a)子会社等 (会 社法 (平成17年法律第86号)第 2条第 3号の 2:こ 規定する子会社等をいう。以下 llじ .)
と親会社等 (同条第 4暑り 2に規定する親会社等をいう。以 下琵じG)の関係にある場合

〔b)親会社等を同じくする子会4f等 4との関係ここある場合

イ 入的関係
次のいずれか:こ該当する二者の場合.ただし、 (a)ここfういては、会社等 (会 社法施行規則 (平成18年法務

省令第衰2/クオ

'第

2条第 3項第 2号に規定する会社等をいう。以 い
‐
同じ。)の 一方が民事再生法 (平威H年

法律第225考〕弟毘条第4号孝こ規定する再生手続が存統中の会社等叉fま 更生会社 (会社更生法 (平成14午

法律第154号 )第 2条常 7壌 t手規定する吏生会社をい ,り )である場合を除く。

(a)一方の会社等の役員 (会社法施行規則第 2条第 3項第 3号に規定する役員のうち、次に揚げる者を

いう。以 ド同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

1)株式会社の取締役っただし、次に掲げる者を除く.

①会社法第2粂第41号の2に規定する監な等委員会設赳会社における監査等委員である取締役

②会社法第 2条第la号に規定する請名委員会等設置会社における取締役

⑤会社法第 2条第15号に規定する社外敢締役

④会社法第343条第 Ц項に規定する定教に別段の定めがある場合により業務をりW子 しないことと

さ承′ている駁締殺

2,会社法第40宣条に規定する希名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第 1項に規定する持分会社 (合名会社、今査会社又は合同会社をいう。)の社員

(同法第590条第 1項に規定する定数に別段の定めがある場合により業務を執行しないことと事れ

ている社員を徐くり)

4ユ 綿合の理事

5)その他業務を執行する若であつて、 1)か ら4)までに掲げる者に攀ずる若

(心)一方の会社等の役員が、他方 (ッ

チ)会社等 lノ
ラ)民事再生法第64条第2項 又は会社更生法第67条第 1項の規定に

より選任された管財人 (以 ド■に管財人というG)を現に兼ねている場合

(c)方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

ウ その他の人柱のi直正さが隠害されると認められる場合

練合(共同企業体を含む。)と その構成長が同一の入本とに参力置している場合控の他 上記7'又はイと固視

しうる資本関係叉 tま 人的調係があると認めらオ1,る 場合c

(9) 地 域 要 件
期
`覇

市^浦誅市、未満市、豊見城革r、 南城市、南風原日「、人重瀬町、年‐那原厨1^、 宜野湾

市、山原町内に本店があること.

t,0)

業
務
実
績

対 象 報 間
自 平成25午 4月 上母 左記の剣麗式に下記の対象業務を請負い、鬼成号1渡 しが

完 了
ユ
した業務実績を1件以上有することc至  令和5年9月 29瞬

対 象 同 種 業 務 港湾の設計業務

(11夢

鮭
置
予
定
技
術
者

備 考

次に掲げる要件を満たす管建技オ肘者を当該業務とこllllど 置することができること.

ア ド記のいずれ′かの資格を有することっ

③技猟士 (総合捜利ご路建蔀 F写 (建設))又は (建設部F号 (巻湾及び空港))
②RCCM(港 湾及び空港)

なお、平成二3年度以降の技術上試験合格者の場合には、T年以 上の実密経験を有した

うえで業務 tこ該当する部Ftt tこ4年以上従事していることっ

イ 管理技術者においてt‖受注者と童撲的な足用閲係にあること。

(12) 取 抜 け 葉 件
以 ドの業務を落札したイは、本業務の落札者となることはできない。

・該当無 し
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3 設計図書等の藤己布、質閣及び回答

4 資驀確認申請書等の提出

5 入札手続き等

設 計 図 書 等 の 配 布

報 関 鈎 令耳口5年 9月 22日 (企 ) 軍 令下H5年 9月 29日 (金 )

配  布  方 法 ガL覇港管理組合ホーム′く―ジにて勘己布する。 (hitps:FFnahaport.う p/)

配 市 場 所 。

問 い 合 とヽ 先

ぷ泰市通常風子
・2香 1号  3階

郵覇港管理組合 総務蓄る 総務腺 財務班

電話 09併868-2573

貰 問 ・ 囲 答 期 間 等

(1)入札・ 契約手

続 に関す る こ と

ぷ覇市通生町 2番 1号  3贈
ガh薪港管理組合 総務部 総務課 薄務班

貝ヨ言語  093-363-257B      riAX  093-363-2629

(2)上 記 (1)以 外
に 関

‐
す る こ と

剪h朝 耐イ通常日r2音 と零‐ 2階

那軍港管理糸風合 企画建設部 書r画建設報

電話 09併86杵0336

提  出  期  間
自 令和5年 9月 ag田  (金)  ～  至 令和る年9月 26脚 (大 )

上記蒻制の土 日曳び机 層を除く毎 日、 9時かとJ16時までご

提 出 場 所 Lttl(1)に同じc

提 出 方 法 電送 (凱X叉 1オ メーノン(chi_touma202301,ahaport.jp))又 は持参

回  答  方  法
郵覇港管選組合ホームペーデ (:ittps:/れ la'lap()rt jpr)残び lt記 (1)に

おいて、以 Fの割問、幻覧に供するc

理  答  期  間
回答脚乃ヽら  令イΠら輩干tO月 包旧 (月 ,   まで

上記朝間の上層及び祝口を除く慰日共 9時から16時載で。

資 格 確 認 申 講 書

本競争の参殉H希望者すま、次の書類を誓祟 l′ lヽに提と|す ること。

なお、競鰻までに提出がない場合、本競争 t二参加することができないc

提 出 書 類
0‐餓競争人札参加合格確認噂議書 (第 3号様式)

②返信用封衛 (入札結果通矢「躍 (34チЧ切手〕14付 ))

提 出 報 間
蜘 令程5年 9月 22層 (金 ) 下 令和5年 9月 2つ 臣 翰 )

士i記幾朝の土 日及び侃 口を除く毎 日、 9時から16時 まで.

提 出 場 所

ガト等蔽通士町 2香 1サ  患階

那覇港管理組合 総務郡 緯務課 財務班

i毬 舌ヽ 093-368-2573

提 出 方 法 持参又は郭と (一餓普留もしく1攻簡易書留)

提 出 緯 数 1苦b

入  札  期  日

入  礼  方  法

本業務は、紙入孔により実施する。
入札書等|ま 、あらかじめ指定する日に魔連さ府R′ るよう,こ (「配達 日擦

定事榎」)、 「一般書留こ又は「簡易書密」のいずれかの方法 :こ より郵

送することど持参や普通郵便等で提出された場合、無効とする。

提 出 書 類
①′入本と書

②業務費肉訳書
定

回

補

札

進

入

配

く
令和5年 10月 2H (1)

宛 先

〒90併0035  那朝巾通篭Π
l・ 2香 1号

労卜璃港管理組合 総務引
` 

総務課 財務班

電話香 号 098-868-25審

載

額

記二
企

書

る

士
Ｔ入

す

落
=し

決定にあたつては、入
=と

書に記載された全顎に当該金額の100分の

10に相当する額をれ算 とンた金額 (当 該企額に1弼 未満の端数があるとき

ユま、その端数全額を規 り捨てた金饗)をもつて落札価格とするので、入

札警は、消費税及び地方消費税に孫 る諜税事業者でた)る か免税事業者で

あるかと問わず、見積もった契約希望企額のと1()分の100に相 1与 する金額

を入札書に記載することc
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る
項

す制
事

卜に
工思

人
注

7人札書のくじの数宇 (任意の散宇 3桁)は、岡額くじ抽選が発′lとン

た場合に使用
~|~る

ため、必ず紀′入することc

イ 配達指定日以外の口に用いた人札妻及び業務内訳書は、受理とな
とヽ i

夕 入札書の 日付は、開本と日を記入すること。

書

出
訳鋤

提

務業

の

ア 第1:'羽 の入札に際 tフ 、入札書に記載される入本L金額に対応 t´′た業務

費ぬ訳書 (様式 白由)を提出するときf.

イ 業務費内訳書とこは、4f成年月仰、項 日、員数、単価及び金額を明ら

かにとン、商写‐又は名称並びに住所を記載すること。

ウ 業務費内試書に」■、代表者 E厨 を押印することc

‐ 管'理狩 (こ れ もの者のイ市磯者を含なさ)は、提出され夕た業務費内訳

普について説明を求めることがある.

本公告 titt tソ ′た競争参加資幣のない者の trた入札、資格確認 申請書等 t工 虚偽の記載を t_′ た

者のした人札及び人札 iこ 隣する条件に注三 した人札は、無効とする。
入  札  の  無

資格確認申詩書の提出後、狛;合により人札を辞逮する場合患、勇札 日時 iゞで に入本と辞遺用
を提麟十することc

また、落札決定衰での司に色の業務を喀札したことにより配‖予定技術者をホ業務に配世
ることができなくな・ンたときは、直ちに報告するこを今当該報告がなく、本入札の手続き

が落札決定まで至った場合、指名停止措避要鎮
'こ

基づ く指名停上を行 うことがある。

札 の 辞 選

ア 落札候補者がいない場合は開札後直ちに書度入札を行 うので、書度入札にも参蜘する

場合は、引札時点かとど立 ら会 うこれ。初度の開札埼に立ち会わない参力日精は・司度入

札を辞退 したものとみなし、再度入札へπう参加を認めない.

イ 代翼人が入札する場合:ξ く人札を行 う際に姿任状及び由己の諄鈴を持参すること。

ウ 委任状 tこ とま、業務名を記´
'、

すること。
工 再度人札参力‖者又は再度入札参力牌者、/〉代理人は、当該入札に対する他の再度人札参

加者の代理をすることはできないぅ
オ 再度人札は、 こ厠のみとする。

の

6  Fブ日本と

開   本と   国   に寺 令稗る年 10月 3日  (火) 11!00 ※入札普の 日付

関  礼   場   所

那覇港管理組合 2階大会議室

※入本と者ユ■、郵本とtこ 立ち会 うことができる (書入本とに参考「
一
する場合ユ■、拶H札時点から

立 ら会 うこと).

7 安な各確認資料の提鍵と競争参加資務の審査

落 札 候 補 者 の 選 定
及 び 事 後 審 査 の 実 施

開

^L後

、落札者の決定を保雷し、予定価格の範 ll・l内 で有効な最低の価格をもつて入本とを

行ぅた者 (以 下「落札候補者姪という.)から順に競争参加資格の審査を行う.落礼接補者
tま 、報豪tでに資格確認中請書等を提出とンない場合、競争参勾H資格がないものとする。

なお、暮札侯構をは と位から賑▼こ8者 (上位の者と同額の者が複数いる場合はこの限りで

はない。)を決定し登格稔謡資料を求めるが、適格者が確認できた博点で、次順位以降の若
の競争参力E資′T奏の審査は行″)な いものとする。

通   知   日 令和5年 10月 3日 軟 )17:00 ま
‐
で(予定)に対象業者た)(通如するr

提 盤 期 限 令和5年 10月 5日 (本)15109 まで

提 出 書 類

O霜置予定技術者の資格等 (様式 1,

② 業務賞績 (様式 2)

② 資格確認中講普 (第 3号様式)の資終確認の各項当に記載とンた必要:き類

提  出 都  教 と吉岳

提 出 方 法 原期、持参

提   出  先

〒9000035  郵覇市通堂町 2番 1号

邦零港管理組合 総務報; 稔務諜 財務引

電話番号 09併868空 378



競 争 参 加 資 格 の 確 認

沈争参車資格の確認は、開札後、申請書等の提出華瞭の 日を〔Ⅲつて行 うものとと/、 その結

果′章以下の 日までに書面により通舞するc

令不B5年 1()月 10日 (火)(予定)

なお、落札候補者について競争参力R資格が確認されi遵格若であることfが確認できた場合

は、落札者決定通挿をもつて資格推認結果の通匁1に代えるものとする.

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、幕札侯構著が競争参執螢格を満たとンていると確認とンた場合は、当該募札

候補者を落札者とする。また、その結果は、全入札参力H者 に通知する。

競争参力田費格がないとこ認め

られた者がその理由に対 し

て 不 服 が あ る 場 合

競争参寿F資格がないとき認めら孝1メ た者は、管理者iこ難して競争参加登格がないと認められた

避畿について説期を求めることができる。
管翼帝 tま説つ1を求められ′たときtま 、苦情を中とン立て韓嗽の翌澤から起算 tノ てる日以ガ1(休

旧を除く)に説明を求めた者に宍 t_´ 、普I衝 によりlli答する。

提 出 期 限
競争参力踏 格確認結果の通知を行つた目y)聖 胴かヽ起算 して 5日 以内

(休 日を除く)と する。

提   出   先 ぷ辞港笛'理縦合 総務部 総務諜 難務班

提  聾  力 法
書直

'(様
式 白

=ョ
)を持参すること.郵送叉は電送 〔メールやFAX'1こ よ

るもいは受け付けない.

本  人 札
r鷲~ 料  の 取

係

扱

/、

と`

ア 資格碑認坤討等等の作成及び穏出,こ係る費産 t三 、提出をの負催 2τ する。

イ 契約担当者は、提出された資幣確認 申請書等について、競争参加資格の確認以外に

提出考ここ無断で使用 しない。

ウ 提出された資′T各 確認申請善等すま、返去「しない。        |
工 提出鞘眼内tこ 張 り、密格確認中諦帯等の修正、ととフ替え、追肖ド、再耗出を認める。

オ 提出期限を逓ぎた場合、資格確講中講書等は批け付 tす ない。
力 沓格確認中議暮等の受理後、書類為容を審4し 、書類の記歳漏れや添付淵瀬.等が

あつた場合,ま競争参カロ資格無しとな り、落札者 となること1ま できない.

キ 資格確認中諦書等に立偽の記載をと/た場合、指名停止帯鮒要領に基づく指名停止

を行 うことがある。

3 入札保誕金及な契約保証金

入  札  保  証

人札保証金の金額等 t=、 現金又 :ま管理者が龍実と認める有価訂:券等をもつて見嶺る契約金

額の100劣 の5以 Lを繍付するものとする。ただ と′、次のいずれかに該当する場合とま、入札
=.R tty)納付を免鍮する。

ア 保険会社 との問に率B_合 を校保 1食者 とする入
=と

供証保 1食契約を締結 したとき.

イ 旧 (独立行政法人含む。)又は地力公共湘体とその種項及び規模をほぼ厠じくする契

約を練締 t▽ た́実績を布 と_フ 、こオ1,ら の うち過去 2歯年の間に履行理眼の,1来 した二以 I生の

契約を全て試実に履行 した者じ
なお、次の者 tま 入

=と

に関する条件に逢反 t/た ものとして、その入本とを無効 とする。

(1)彗 臥■でtと 人札保証金の納付、若 しくな納付に代わる上記ア、イのいずれ′かに係 る

書豪の提出のない者

(2)入 本と揉証金の金額等が上記の条件 :こ溝たない場合

(3'入
=燃

証金等の納付等に係る書類に不鶴があつた場合

また、 ‐度提出さ漁′た入札保証金の率r彗付等の変更 tま できないもの澄する。

芽 人ホと保証金を免除 1′ た落札者が契約を結ばない場合、損害賠償金として、人本と金額に

消費税及び地方濃費税を加えた額のlCO分¢ 5を郵覇港管選組合に納付 t/な ければならな
▼` c

※イにそkり ′入札年証金の免除を受 |す る場合′ま、様式 「通方盆共団体等契約状況確認」を

提出することfじ

提    出 期    限 令和5年9月 29脚 〔金)16:00 まで

先提 出

〒900-0035  引:事 千f通堂町 2碁 1子

弗る覇港管理瀬合 総務部 総務課 財功班

電話番 号 0988682573

提 出 方 法

ア 「入札保証金納付普発行依頼書Jを持参すること

※要事前連絡

イ 紳合が発行する納入通節書▼こより金勲機関で保記上金を

納付 し、領収書 (写)を 生証期限表で建発豊するこ
>

入 札 保 証 金

(現 金 続 付 )
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札保証保険証券‐ 提 出 方 法

保離善・地方公

等契約状 問

間

期

期

険

証

保

保

持参又ti郵送 (瓢達が確認できる方法にてき付するこ

と,

麗本と鰤んヽ ら2か月 とす る。

有 価 証 券
脚
井
ヰ

入

一
ｉ

受

るす
時 ,登入方法等の制率があるので、事前に 上記担導報まで連絡

契 約 保 証 免除 (那覇港管丁塁糸Π合契約規風」第 4条第 1項第 9号による)

〔〉 の

落
=と

決定後、テクリス等により配置予定技術者の賞績に関する違反の事実等が確認 された

場合、契為を結ばないことがある。

なお、病気 。死亡 。
i量韓等の場合でやむを得ないとこマンて承認された場合の外は、資格確認

申講書等の差誉えは認められない.

塙視等の特斑な運曲によりやむを得ず朧置予定技術者を変更する場合は、 2に掲げる暴準

を満たとン、かつ当初の理障子芝技術章 と閥等以上の者を霊雄とンなけれ,ばならないc

配 置 予 定 技 術
の     確

適用あり

※那駆港管理糸H合契約規長と第41条の規定回数の範囲内

金

支   払   条

部   分

契約金額の30%以内

期
|

本業務に係る契約は、蒋本と者の炭建後、 7日 以 l′ lヽに締結する。ただ とン、管理帝が特に指示

したときはこの限 りですまない。
契 約 締 結 時

ホ業務の業務委託料を変更協議する場合災び本業務と問連する業務

をホ業務受注者と髄意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価′tr子 の算定は、本業

務の諦負比率 (当初契約額■当初設計額)を変更業務価格また1ミ 関連業務の設計額:こ衆じた

額で行うc

更
|

負 代 金 等 の 変

本業務の契約締結後、

人札参加者は、射
'等

港管理組合競争入礼心得、上本設計業務等委託契約書及び4「様書を熟

読し、これを遵守すること.

入 札 参 力H 者
の  選  守  事 義|
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